
2018年３月号 10
★予約締切：開設日の３日前　★開設日時：３月20日（火）９時20分～15時00分まで
★相談場所：江差町役場　★予約先：江差町役場　町民福祉課　国保医療係　☎52-6725

　北海道後期高齢者医療広域連合では、住民の皆様の
代表として、制度の運営に関する重要事項を審議してい
ただく運営協議会委員を募集しています。

【応募資格】　�道内在住の満20歳以上の方
　　　　　　（ただし、議員や公務員等を除く）

【募集人数】　５名
【任　　期】　�平成30年７月から２年間
　　　　　　　（開催は年３回を予定）

【応募方法】　�北海道後期高齢者医療広域連合及び住民
課窓口にある応募要領を参照。

【応募締切】　平成30年４月27日（金）
【選　　考】　�選考委員会を設置し、提出された小論文

等により総合的に選考。
【報酬など】　�１日につき5,000円の報酬と旅費を支給
■お問い合わせ　�北海道後期高齢者医療広域連合
　　　　　　　　　（☎011－290－5601）

後期高齢者医療制度のお知らせ

『運営協議会委員の募集』について
　片石さんは、昭和41年に運転免
許を取得して以来、50年間にわた
り無事故無違反を継続し、多くのド
ライバーの模範となったことから、
その功績が認められての受章となり
ました。
　50年という長い期間の中で、無
事故無違反を貫くことが出来た秘訣
を伺ったところ、『初心を忘れるべ
からず、という言葉をいつも心の中

で大切にしていました』と話し、これからも安全運転を心
がけていきたいとのことでした。
　本町は現在、交通死亡事故ゼロが連続3,400日（２月23
日現在）となり、3,500日まであと100日ですので、この
記録を一日でも長く継続していけるよう、各々のドライバー
が初心を忘れず、時には年齢に合わせて免許の自主返納等
を考慮するなど、一人ひとりが交通安全を心がけましょう。

片石　力雄氏（字湯ノ岱）
交通栄誉章を受章

○平成30年度保険料率改訂について
　平成30年４月分（５月１日納付期限分）より健康保険料率
は10.25％（プラス0.03％）、介護保険料率1.57％（マイ
ナス0.08）となります。
　厳しい経済状況の中でございますが、なにとぞご理解をいた
だきますようお願い申し上げます。
■お問い合わせ　全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部
　　　　　　　　（☎011－726－0352）

協会けんぽ北海道支部からのお知らせ協会けんぽ北海道支部からのお知らせ協会けんぽ北海道支部からのお知らせ 健康保険料率（北海道）

介護保険料率（北海道）

平成30年３月分まで

平成30年３月分まで

10.22％

1.65％

平成30年４月分から
（５月１日納期分）

平成30年４月分から
（５月１日納期分）

10.25％

1.57％

　確定申告の期限間近になりますと、税務署は大変混雑し
ますので、申告書は「前年の申告書控え」や「確定申告の
手引き」を参考にご自分で作成し、早めに提出しましょう。

■税務署で申告書を作成する場合
　税務署で作成する場合、時間がかかり、駐車場も混雑し
ますので、必要な物を忘れず、極力公共交通機関を用いて
午後４時頃までに、お越しください。
※�持参するもの：『前年の申告書控え』『必要な書類』『印鑑』
『（届いている方は）確定申告のお知らせ』

■確定申告書の提出期限
①所得税及び復興特別所得税並びに贈与税／３月15日（木）
②消費税及び地方消費税（個人事業者）� ／４月２日（月）
■お問い合わせ　江差税務署（☎52－0078）

申告書は、自分で作成して、お早めに！

確定申告書の自主作成による提出について
　国税庁ホームページで公開されている「確定申告書等
作成コーナー（タブレット端末利用可能）」を用いて、
案内に従い作成した申告書を印刷・郵送することで提出
できます。
　また、当該コーナーには、給与所得や年金
所得のみの方専用の初めての方でも操作しや
すい機能もありますので、ぜひご利用ください。

　屋根の雪は気温が上がり、氷が溶けはじめ
ると勢い良く滑り落ちてくる危険があります。
屋根から水滴が落ちている場合、軒下などを
歩く行為は大変危険ですので、特に注意しま
しょう。

　融雪期は、毎年天野川や石崎川で急激に水
位が上昇します。また、支流や池、用水路の
周辺でも注意が必要ですので、水位が下がる
までは近づかないようにしましょう。

　本町では、石崎地区や早瀬地区、汐吹地区
などにある斜面が、土砂災害警戒地域に指定
されています。雪解けにより大量の水分が土
中に浸み込み、地盤が弱くなった場合、土砂
崩れなどの土砂災害が発生しやすくなります
ので、特に急傾斜地の近くに家がある方は注
意しましょう。

融雪期の事故防止について
屋根からの落雪 ～ 軒先の通行はやめましょう

河川などの増水 ～ 河川には近づかないように

土砂崩れなどの土砂災害 ～ 異常があったらすぐ避難

■お問い合わせ　施設課土木建築グループ


